
・H29から水田畑地化の取組スタート

・R1に、園芸振興を加速するため、おおいた農林水産業活力
創出プラン2015の目標を上方修正

・R1から、市が主体に策定する「園芸団地づくり計画」により、
水田農業構造改革と園芸振興を加速

<R2.3 認定>計画数：70 品目数：86 拡大面積：300ha
<R2.10追加後>計画数：78 品目数：95 拡大面積：355ha

<R3目標> 計画数：108(+30)

・水田畑地化の担い手をリスト化（R2.6）
作付希望者：225経営体 希望面積：272ha

大規模園芸産地形成促進事業

・基盤整備地区の生産者、集落営農組織、水稲生産農
家の子弟等が、米から高収益作物への転換意欲が
あっても、露地野菜の栽培技術を習得する場がない。

・水田は排水性が悪く、石が多いほ場があり、有機物の
施用が少ないほ場が多いため、園芸作物の作付けに
適したほ場にするための土層改良が必要。

・生産拡大が進み農業産出額は上昇傾向にあったが、近年
は単価下落等により伸び悩み（園芸⑳→㉚で2％減）
・作付面積に占める水稲作付率が41％と九州で最も高く、産
出額拡大には水田農業の構造改革が必要

農業産出額(園芸、特用作物）の目標 (億円)
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魅力あるもうかる産業への転換を加速するため、
水田への高収益な園芸品目の導入推進を強化

水田畑地化の推進計画 （ha）

R2～4 R5～10

目標 実績 目標 目標

200 248 100/年 160/年 700 2,000
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１ 「園芸団地づくり計画」推進対策
○団地計画の実行に係る先進地調査、導入実証、研修会等を支援
・補助率：県10/10 ※市町村への交付額は計画数×15万円を上限とし、計画毎の活用額は問わない

２ 大規模転換支援対策
○米から推進露地野菜への大規模な転換に必要な種苗・肥料代等の生産費を支援
・対象者：団地計画に位置づけられ、水田で対象露地野菜を概ね2.5ha以上生産する農業者等
・品 目：キャベツ､さといも､にんにく､たまねぎ
・補助率：県1/2、市1/4（県費上限6万円/10a）

３ 次期作付費用補償対策
○大規模転換した推進露地野菜の販売額が、気象条件等により次期作の作付費用（補償基準額）
を下回った場合に支援
・補助率：県10/10（補償基準額と実績販売額の差額）
※補償基準額：キャベツ11万円/10a、さといも16万円、

にんにく20万円、たまねぎ11万円

４ 【新】もうかる露地野菜実践研修支援対策
○大規模な露地野菜経営の実践的なノウハウを学ぶ場を提供
・対象者：大規模露地野菜経営を目指す集落営農組織、水稲農家、水稲農家の子弟等

・品 目：キャベツ､さといも､にんにく､たまねぎ
・設置数：4カ所（4品目×1カ所）

(1)大規模モデル農家のほ場にて技術や経営ノウハウを学ぶ露地野菜実践研修を開講
・報償費：36千円/日×10日=360千円（県10/10）(直接交付)

(2)研修受講生の自作地での実践研修(試作)の種苗・肥料代等の生産費を支援
・補助率：県1/2 市1/4（県費上限6万円/10a、面積上限50a）

５ 園芸団地づくり推進交付金 （※水田畑地化・集落営農課が事業執行）

○園芸団地づくり計画に位置づけられた担い手への農地(水田)の出し手に対して協力金を交付
・対象者：作付概ね露地3ha（ハウス1ha）以上の担い手に農地を貸し出す者

※新規就農者は面積要件1/2
・補助率：県定額（3万円/10a）

６ 【拡】土層改良推進対策
(1)【拡】営農排水推進対策 交付単価を増額
・弾丸暗きょ＋明渠 定額5千円/10a →8千円/10a(直接採択)
・集水枡 定額20千円/箇所→50千円/箇所(直接採択)

(2)【新】緑肥利用推進対策 耕種農家が取り組みやすい緑肥作物の作付けを支援
・補助率 定額10千円/10a(直接採択)

(3)除レキ対策(農村基盤整備課の公共事業で対応）
・要 件：受益者2名以上、事業費200万円以上
・補助率：国50(55) 県19 市26 地元5(0) 括弧は中山間地域

緑肥作物のすき込み

【効果】２割減肥・２割増収

ストーンピッカーによる除レキ

※4(1)、6(1)(2)を除いて市町村経由の間接補助事業


